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厚生労働省労働基準局労災補償部 

労災保険業務室長 

「年金たる保険給付の 受給権 者の定期報告及び 労災就学等援護費の 

受給者の定期報告に 係る事務の外部委託 ( 試行 ) 」の実施について 

  

労災保険行政の 運営にっきましては、 日頃 より格段の御協力を 賜り厚く御礼申し 上げ 

ます。 

さて、 本日、 標記について 別添のとおり 当局労災補償部長より 北海道、 秋田、 福島、 

千葉、 新潟、 長野、 岐阜、 大阪、 広島、 徳島、 佐賀及び鹿児島の 各労働局労働基準部長 

に対して通知されたところであ ります。 

つきましては、 本 趣旨及び内容について、 試行の対象となっている 労災年金相談所 

( 室 ) に周知を図っていただくとともに、 当該労働局及び 労働基準監督署と 十分に調整 

を行った上で 実施していただくようお 願いいたします。 










